
プロジェクト
開始

発明等創出 特許等出願 特許等登録 取下・放棄 権利移転等

・知財担当者
配置
・知財管理体制
構築

発明等報告書
（知財様式３）
の提出

知的財産権
出願通知書
（知財様式４）
の提出

知的財産権
出願後状況
通知書
（知財様式５）
の提出

知的財産権出
願後状況通知
書
（知財様式５）
の提出

知的財産権
移転等通知
書
（知財様式６）
の提出

AMEDへの発明等報告のタイミング

＊権利化前に取
下・放棄する場合も
報告が必要です

＊原則、ＡＭＥＤ
による事前承認
が必要です

＊国内出願、外国
出願、PCT出願、
PCT国内移行等の

際に提出が必要で
す


